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【手続補正書】
【提出日】平成31年1月23日(2019.1.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処置を必要とする対象において腫瘍疾患を処置するための方法であって、
　前記方法は、
　　（ａ）治療有効量の式（Ｉ）：
　　　　　　　　　　　Ａ－シタラビン　　（Ｉ）
の構造を有する化合物もしくは医薬的に許容できるその塩；または
　　（ｂ）治療有効量の式（Ｉ）の構造を有する化合物もしくは医薬的に許容できるその
塩と、医薬的に許容できる担体と、を含む医薬組成物；
を前記対象に投与することを含み、
　式中、Ａは、アミノ酸の残基であり、
　シタラビンは、Ａの側鎖の官能基を介してＡに結合されており、
　治療有効量の式（Ｉ）の構造を有する化合物もしくは医薬的に許容できるその塩は、前
記腫瘍疾患の少なくとも１つの症状を低減する、
方法。
【請求項２】
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　処置を必要とする対象において腫瘍疾患の少なくとも１つの症状を低減するための方法
であって、
　前記方法は、
　　（ａ）治療有効量の式（Ｉ）：
　　　　　　　　　　　Ａ－シタラビン　　（Ｉ）
の構造を有する化合物もしくは医薬的に許容できるその塩；または
　　（ｂ）治療有効量の式（Ｉ）の構造を有する化合物もしくは医薬的に許容できるその
塩と、医薬的に許容できる担体と、を含む医薬組成物；
を前記対象に投与することを含み、
　式中、Ａは、アミノ酸の残基であり、
　シタラビンは、Ａの側鎖の官能基を介してＡに結合されており、
　治療有効量の式（Ｉ）の構造を有する化合物もしくは医薬的に許容できるその塩は、前
記腫瘍疾患の少なくとも１つの症状を低減する、
方法。
【請求項３】
　Ａ－シタラビンが、式（１）：
【化１】

の構造を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　Ａ－シタラビンの治療有効量は、前記対象の表面積１ｍ２あたり０．３ｇ～１０ｇ、前
記対象の表面積１ｍ２あたり０．５ｇ～５ｇ、または前記対象の表面積１ｍ２あたり０．
５ｇ～４．５ｇの範囲である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　Ａ－シタラビンは、前記対象の表面積１ｍ２あたり少なくとも０．３ｇ、１．５ｇ、３
ｇ、４．５ｇまたは６ｇという１日量で投与される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　Ａ－シタラビンは、連続する少なくとも３日間にわたって毎日少なくとも１回投与され
るか、または持続的点滴により投与される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　治療有効量のＡ－シタラビンが毎日投与される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　Ａ－シタラビンは、酢酸、塩酸、メタンスルホン酸、リン酸、クエン酸、乳酸、コハク
酸、酒石酸、ホウ酸、安息香酸、トルエンスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、アスコルビ
ン酸、硫酸、マレイン酸、ギ酸、マロン酸、ニコチン酸およびシュウ酸からなる群から選
択される有機酸または無機酸の医薬的に許容できる塩として投与される、請求項１に記載
の方法。
【請求項９】
　前記腫瘍疾患が血液癌である、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記血液癌が、白血病、リンパ腫、骨髄腫、または骨髄異形成症候群（ＭＤＳ）である
、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記白血病が、急性骨髄性白血病（ＡＭＬ）、急性リンパ芽球性白血病（ＡＬＬ）、慢
性骨髄性白血病（ＣＭＬ）、または慢性リンパ芽球性白血病（ＣＬＬ）である、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＡＭＬが、新たに診断されたＡＭＬ、続発性ＡＭＬ、または再発性／難治性のＡＭ
Ｌである、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記投与は、非経口投与、静脈内投与、または静脈内点滴による投与である、請求項１
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記対象は、シタラビンによる処置を受けることができない医学的に障害のある対象で
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記医学的に障害のある対象は、高齢の対象、肝機能障害を有する対象、腎機能障害を
有する対象、膵機能障害を有する対象、骨髄機能障害を有する対象、小脳機能障害を有す
る対象、免疫障害を有する対象、難治性もしくは再発性の血液癌を有する対象、またはそ
れらの任意の組み合わせである、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記対象は５０歳以上である、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　処置を必要とする対象においてウイルス疾患を処置するための方法であって、
　前記方法は、
　　（ａ）治療有効量の式（Ｉ）：
　　　　　　　　　　　Ａ－シタラビン　　（Ｉ）
の構造を有する化合物もしくは医薬的に許容できるその塩；または
　　（ｂ）治療有効量の式（Ｉ）の構造を有する化合物もしくは医薬的に許容できるその
塩と、医薬的に許容できる担体と、を含む医薬組成物；
を前記対象に投与することを含み、
　式中、Ａは、アミノ酸の残基であり、
　シタラビンは、Ａの側鎖の官能基を介してＡに結合されており、
　治療有効量の式（Ｉ）の構造を有する化合物もしくは医薬的に許容できるその塩は、前
記ウイルス疾患の少なくとも１つの症状を低減する、
方法。
【請求項１８】
　Ａ－シタラビンが、式（１）：
【化２】
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の構造を有する、請求項１７に記載の方法。
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